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３ 事業計画 

（１）施設計画 

ア 保護施設計画 

保護施設計画の一部を、次のとおり変更する。 

 

（表９：保護施設追加表） 

番号 種類 位置 

１ 植生復元施設 福井県敦賀市（中池見） 

 

 

 

  イ 利用施設計画 

利用施設計画の一部を、次のとおり変更する。 

 

  （ア） 単独施設 

    ① 追加 

      次の単独施設を追加する。 

 

（表 10：単独施設追加表） 

番号 種類 位置 

99 園地 福井県敦賀市（中池見） 

 

100 博物展示施設 福井県敦賀市（中池見） 

 

101 野営場 福井県敦賀市（鞠山・田結） 

 

102 水泳場 福井県敦賀市（鞠山・田結） 

 

103 野営場 福井県敦賀市（赤崎） 

 

104 水泳場 福井県敦賀市（赤崎） 

 

105 水泳場 福井県敦賀市（江良） 

 

106 水泳場 福井県敦賀市（五幡） 
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整備方針 旧計画との関係 

農地周辺の二次的環境に生育する湿性植物群落を回復するための植生復元施設

を整備する（水路の維持、水田の復元、ビオトープ整備等）。 

新規 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備方針 旧計画との関係 

中池見湿地の散策、休憩園地として整備する。 

 

新規 

中池見湿地利用者のための展示施設として整備する。 

 

新規 

海水浴客等のためのキャンプ場として整備する。 

 

新規 

海水浴のための水泳場として整備する。 

 

新規 

海水浴客等のためのキャンプ場として整備する。 

 

新規 

海水浴のための水泳場として整備する。 

 

新規 

海水浴のための水泳場として整備する。 

 

新規 

海水浴のための水泳場として整備する。 

 

新規 
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  （イ） 道路 

    a  車道 

     ① 追加 

       次の車道を追加する。 

 

（表 11：道路（車道）追加表） 

番号 路線名 区間 

７ 東浦海岸線 起点―福井県敦賀市（余座） 

終点―福井県敦賀市（泉） 

起点―福井県敦賀市（赤崎） 

終点―福井県敦賀市（江良） 

起点―福井県敦賀市（挙野） 

終点―福井県敦賀市（阿曽） 

起点―福井県敦賀市（阿曽） 

終点―福井県敦賀市（杉津） 

 

 

 

    b  歩道 

     ① 追加 

       次の歩道を追加する。 

 

（表 12：道路（歩道）追加表） 

番号 路線名 区間 

７ 中部北陸自然歩

道線 

起点―福井県敦賀市（天筒山―公園境界） 

終点―福井県敦賀市（樫曲 人と自然のふれあいの里） 

 

 

８ 中池見周回線 起点―福井県敦賀市（樫曲―公園境界） 

終点―福井県敦賀市（樫曲―周回歩道合流地点（東側）） 

終点―福井県敦賀市（樫曲 人と自然のふれあいの里） 
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整備方針 旧計画との関係 

東浦地区の沿線の優れた海岸を展望するとともに、同地区の各水泳場、中池

見園地等の利用拠点の連絡路線として整備する。 

 

 

 

 

 

 

新規 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備方針 旧計画との関係 

 敦賀市の都市公園である金ヶ崎公園から中池見湿地までの周遊ルートとして探

勝歩道を整備する。 

 

 

新規 

中池見湿地の自然観察ルートとして探勝歩道を整備する。 

 

 

新規 
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